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本日ここに、第７回筑後市議会定例会の開会にあたり、議員

各位のご健勝をお慶び申し上げますとともに、日頃のご精励に

対し、深く敬意を表する次第であります。

ただいま上程されました議案第４７号から議案第５３号ま

で及び報告第２号から報告第４号までについて、提案理由の説

明を申し上げます。

議案第４７号 筑後市職員の特殊勤務手当支給に関する条

例の一部を改正する条例制定につきましては、人事院規則に準

じ、防災従事手当の名称を災害応急作業等手当に改めるととも

に、令和６年能登半島地震災害に対処するため、現地での業務

に従事した職員に対して特殊勤務手当を支給できるようにす

るなど、所要の改正を行うものであります。

議案第４８号 筑後市国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例制定につきましては、地方税法施行令の改正に伴い、後

期高齢者支援金等課税限度額を２２万円から２４万円に引き

上げるほか、低所得者に係る軽減措置の拡大として、平等割及

び均等割の５割軽減並びに２割軽減の判定所得の引上げを行

うものであります。

議案第４９号 筑後市学校給食費条例の制定につきまして

は、筑後市立小中学校の学校給食費の徴収や管理について、令

和７年度より公会計へ移行するにあたって、必要な事項を定め

るものであります。

議案第５０号 筑後市立学校施設の利用に関する条例の一

部を改正する条例制定につきましては、新設する筑後南小学校

の屋内運動場に空調設備を設置することに伴い、冷暖房使用料

の額を定めるほか、学校施設の利用及び手続に関し、所要の改

正を行うものであります。

議案第５１号 令和６年度筑後市一般会計補正予算（第１

号）について申し上げます。

今回の補正予算は、８億４，７４５万５千円を増額し、歳入
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歳出予算の総額を２３３億９，７４５万５千円とするものであ

ります。

歳出予算について申し上げます。

第２款 総務費の広報広聴に要する経費及び電子計算事務

に要する経費は、国のデジタル田園都市国家構想交付金の採択

を受けたことに伴い、ＡＩ（エーアイ）を活用した筑後市公式

ホームページのリニューアル、コンビニ収納の拡充、マイナン

バーカードを活用した住民票等の申請手続を簡略化するシス

テム導入に必要な経費をそれぞれ計上するものであります。

防災体制強化に要する経費は、コミュニティ助成事業の採択

を受けたことに伴い、筑後北校区コミュニティ協議会の防災資

機材の整備に対し補助金を交付するものであります。

第３款 民生費の住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業

に要する経費は、国が経済対策として行う令和６年度個人住民

税の定額減税に関連する給付金等の関係経費を計上するもの

であります。

給付金の主な内容は、まず減税前の税額が少なく減税しきれ

ない場合の補足給付、次に令和６年度に新たに個人住民税が非

課税又は均等割のみ課税となった世帯に対する１０万円の給

付、さらに当該世帯に扶養されている１８才以下の児童１人当

たり５万円の給付等となっております。

隣保館運営に要する経費は、コロナ禍後の一条福祉館利用者

増加に伴い、洋式トイレが不足している状況が生じているため、

既存和式トイレの洋式化に係る工事請負費を計上するもので

あります。

子どものための教育・保育給付等事業に要する経費は、県の

補助事業の継続に伴い、私立保育所等への給食材料費の高騰分

に対する補助金を計上するものであります。

第４款 衛生費の母子保健に要する経費は、県が本年２月に

実施を決定した産後ケア事業に係る補助制度を活用し、当該事
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業の利用者負担を軽減するため、産後ケア事業委託料を増額す

るものであります。

第６款 農林水産業費の筑後市元気な農業づくり推進事業

に要する経費は、新たに藁の有効利用に取り組む認定農業者の

農業機械導入及び当初予算で導入補助を予定していた農業機

械をスマート機能を有するものへ変更することに伴い、補助金

を増額するものであります。

第７款 商工費の中小企業支援に要する経費は、物価高騰な

どの影響を受ける市民生活の支援及び市内消費の喚起・下支え

のため、プレミアム商品券の販売に必要な経費を計上するもの

であります。

第８款 土木費の都市計画事務に要する経費は、ＪＲ羽犬塚

駅周辺地区における都市のスポンジ化対策として、県が令和６

年度から新たに創設した補助金を活用し、低未利用地の利活用

方法や、官民連携による公共空間での賑わいづくりについて調

査・検討を行うために必要な経費を計上するものであります。

下水道事業会計繰出金は、第２款総務費、電子計算事務に要

する経費と同様に、国の交付金を活用した下水道受益者負担金

のコンビニ収納対応を行うため、当該対応に係る経費を繰り出

すものであります。

第１０款 教育費の奨学事業に要する経費は、令和６年３月

に受領した寄附金を活用し、筑後市奨学会への補助金を増額す

るものであります。

小中学校費の学校管理に要する経費は、令和６年３月に受領

した寄附金を活用し、学校図書の備品購入費を計上するもので

あります。

以上の経費の主な財源として、国・県支出金、繰入金、諸収

入等を充てております。

なお、当初予算に計上していたドローン導入事業及び給食費

管理システム導入事業が国のデジタル田園都市国家構想交付
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金の採択を受けたことに伴う財源の組替え、並びに男女共同参

画推進に関する啓発・相談事業等の財源として、公益財団法人

地域社会振興財団の人生１００年時代づくり・地域創生ソフト

事業交付金の採択を受けたことに伴う歳入補正及び財源の組

替えを併せて行っております。

債務負担行為補正は、小学校２校及び中学校２校の給食調理

等業務委託における契約期間が令和６年度に満了することに

伴い、令和７年度以降の受託事業者を選定し、契約を締結する

ため補正計上するものであります。

議案第５２号 令和６年度筑後市下水道事業会計補正予算

（第１号）につきましては、一般会計で説明いたしました、下

水道受益者負担金のコンビニ収納対応に係る増額であります。

議案第５３号 専決処分の承認につきましては、令和６年２

月２１日及び令和６年３月３０日に地方税法等の一部を改正

する法律等が公布され、その一部が令和６年４月１日から施行

されることに伴い、筑後市税条例の一部を改正する条例を専決

処分したため、議会の承認を求めるものであります。

改正の主な内容は、令和６年能登半島地震災害により損失し

た資産について、令和５年分の損失として適用することができ

るとするほか、デフレ脱却のための一時的な措置として、賃金

上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、

令和６年度分個人住民税について、納税義務者及び配偶者を含

めた扶養家族１人につき１万円の定額減税を実施することな

どであります。

報告第２号 令和５年度筑後市一般会計繰越明許費繰越計

算書の報告につきましては、戸籍管理事務ほか１５事業に要す

る経費について翌年度に繰り越すものであります。

報告第３号 令和５年度筑後市一般会計継続費繰越計算書

の報告につきましては、再編新設小学校整備事業の令和５年度

継続費予算の残額について、翌年度に逓次繰越を行うものであ
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ります。

報告第４号 令和５年度筑後市下水道事業会計予算繰越計

算書の報告につきましては、久富地区における下水道管渠布設

工事に要する経費について、翌年度に繰り越すものであります。

以上が議案の大要であります。慎重ご審議の上、ご決定賜り

ますようお願い申し上げ、提案理由の説明を終わります。
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